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全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤について

資料１

令和４年５月16日



基盤の基本的な考え方と考えられる実装方法



データヘルス改革に関する工程表（抜粋）
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第８回データヘルス改革推進本部資料
（令和３年６月４日）（一部加筆）



考えられる実装方法（イメージ）

支払基金等

医療機関等

医療機関等

①

本人同意

全国的に電子カルテ情報を医療機関等で閲覧可能とするため、以下の実装方法についてどのように考えるか。

① 医療機関等の間でやり取りする３文書情報について、既存のオンライン資格確認等システムのネットワーク上で
相手先の医療機関等に送信し、相手先の医療機関等において本人同意の下で同システムに照会・受信できるようにしてはどうか。

電子
レセプト

①３文書
・診療情報提供書
・退院時サマリー
・健診結果報告書
---------------------------------

②６情報
・傷病名 ・アレルギー
・感染症 ・薬剤禁忌
・検査（救急、生活習慣病）

・処方

HL7
FHIR

オンライン資格確認等システムネットワーク

特定健診等情報

薬剤情報、医療機関名、診療年月日、
手術、放射線治療、画像診断、

病理診断、医学管理等、処置(透析)

レセプトから抽出 保険者が登録

資格情報

保険者

マイナポータル
（情報提供等記録開示システム）

電子証明書の

シリアル番号
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電子カルテ情報の登録

電子カルテ情報
交換サービス（仮称）

電子
カルテ

既存部分

新規部分

レセプト
診療報酬請求

オンライン資格
確認等システム

送受信方式

文書発行の
都度、登録



考えられる実装方法と今後の進め方について

 全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤の構築に当たって、オンライン資格確認等システムの基

盤を活用することについて、どのように考えるか。

 これまで、オンライン資格確認の導入と被保険者記号・番号の個人単位化を進めるとともに、これら既存インフ

ラを最大限に活用し、オンライン資格確認等システムにおいて、レセプトに基づく全国で医療情報を確認できる

仕組みの拡大（薬剤情報に加えて、医療機関名、透析情報、医学管理等の対象情報の拡大）、電子処

方箋の仕組みの構築等に向けた準備を進めているところ。

 医療機関等の間でやり取りする文書情報を送信し、本人同意の下で照会・受信できることを実現するため、効

率・効果的なシステム開発の観点から、オンライン資格確認等システムと連携し、その基盤を活用することとして

はどうか。

 今後、上記を踏まえ、議論する対象を整理し、内容に適するべく構成員を見直した上で、改めて議論を行う。
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当面の検討会のイメージ

日付 検討会等 議題（案）

5/16(月)

（本日）
第４回医療情報ネットワークの基盤に関するWG

• 基盤の基本的な考え方と実装方法

• 当面の検討会のイメージ 等

5/17(火) 第９回健康・医療・介護情報利活用検討会

• 全国で医療情報を確認できる仕組みの進捗について

• 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループに

おける議論について

（関係部会等で報告）

【P】 第５回医療情報ネットワークの基盤に関するWG（仮）
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